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団体割引
２０％適⽤

横浜銀⾏ キャリアメイトの皆様へ

１

２

団体割引20％、損害率による割引25％が適⽤されます︕

新制度

介護は誰にとっても⾝近な問題です。介護への備えは⼤丈夫ですか︖
「他⼈事」ではない介護への備えをおすすめします。

ご⾃⾝はもちろん、⼤切なご両親の為にご加⼊頂けます。

《お問い合わせ先》
代理店︓株式会社 朋栄 関連事業部 管財・団体グループ
ＴＥＬ︓０４５－２０１－３１７２（受付時間︓平⽇９︓００〜１７︓００）

３

「⽇頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ︕
東京海上⽇動の充実した無料の電話相談サービスで安⼼をお届けします。 ⾃動セット

ご加⼊の際、医師の診査は不要です︕
（加⼊依頼書等に健康状態を正しくご記⼊ください。
告知いただいた内容によってはご加⼊をお断りすることがあります。）

メディカルアシスト

４

介護アシスト デイリーサポート

保 険 期 間 ︓ 令和４年１１⽉１⽇午後４時から令和５年１１⽉１⽇午後４時まで１年間
保険料払込⽅法︓ ⼝座振替（年間⼀括払）
募 集 締 切 ︓ 令和４年９⽉２３⽇（⾦）まで

※保険の対象となる⽅はキャリアメイトおよび配偶者、⼦供、両親、兄弟及びキャリアメイトご本⼈と同居の親族です。
※補償内容・保険料については、裏⾯をご確認ください。

ご加⼊をご検討の⽅は、まずは株式会社朋栄へご連絡下さい。
詳しいパンフレットと「加⼊依頼書」をお送り致します。

保険⾦額200万円（K2タイプ）に65歳からご加⼊頂いた親御様が、
もし80歳で要介護認定となった場合・・・

保険料は5歳刻みで変わります。特段のお申出がない限り⾃動更新となります。（注）
（注）上記イメージ図は、現在の年齢別保険料で参考表記しております。毎年の

保険料は、割引率の変更、保険料率の改定等により変更となる場合
がありますので、ご注意下さい。

もし80歳で要介護2以上の
認定をされたら・・

介護補償保険⾦200万円を
⼀時⾦としてお⽀払致します。

備えて安⼼。是⾮この機会にご検討下さい︕

ご契約・お⽀払イメージ

（保険料） （保険料） （保険料）

65歳 70歳 75歳
8,730円×5年 18,270円×5年

▲
80歳40,000円×5年



公的介護保険制度に基づく要介護２以上の認定を受けた場合または東京海上⽇動所定の要介護状態（要介護２⽤）*1
と診断され、その状態が90⽇を超えて継続した場合に、保険⾦（⼀時⾦）をお⽀払いします。
＊1東京海上⽇動所定の要介護状態（要介護２⽤）については、後⽇お送りする「補償の概要等」をご確認ください。

【保険期間︓１年間、団体割引︓20％ 損害率による割引︓25％】保険⾦額・保険料

«ご存じですか︖≫
①介護に必要な⼀時費⽤※は ・・・平均 約70万円
②介護に必要な⽉々の費⽤は ・・・平均 約7.8万円
③介護期間は ・・・平均 約4年7ヶ⽉（約55ヶ⽉）

→費⽤総額（①＋②×③）は平均 約499万円!!

※公的介護保険サービスの⾃⼰負担費⽤を含む
【出典】（公財）⽣命保険⽂化センター「平成
30年度⽣命保険に関する全国実態調査」

※保険料は、保険の対象となる⽅ご本⼈の年齢（2022年11⽉1⽇時点の年齢をいいます。）によって異なります。
なお、ご加⼊後は特段のお申し出がない限り84歳まで⾃動更新となります。
保険の対象となる⽅（被保険者）の範囲や60歳未満の⽅の保険料等、詳細は株式会社朋栄にお問合せください。
このご案内は介護保険（団体総合⽣活保険）の概要についてご紹介したものです。ご加⼊にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、株式会社朋栄までお問い合わせください。

《お問い合わせ先・引受保険会社》
◇代理店
株式会社 朋栄 関連事業部 管財・団体グループ
住所︓横浜市中区⼭下町2番地 産業貿易センタービル6階
TEL︓０４５－２０１－３１７２
（受付時間︓平⽇９︓００〜１７︓００）

◇引受保険会社
東京海上⽇動⽕災保険株式会社 横浜中央⽀店 ⾦融公務課
住所︓横浜市⻄区みなとみらい3-6-4 みなとみらいビジネススクエア6階
TEL︓０４５－２２４－３５１９
（受付時間︓平⽇９︓００〜１７︓００）

介護保険︓独⾃基準追加型（要介護２）
保険の対象となる⽅（被保険者）が病気やケガで所定の要介護状態となった場合に、介護補償保険⾦
（⼀時⾦）をお⽀払いします。これにより、公的介護保険制度において⾃⼰負担となる⾃宅改修や介護
⽤品購⼊等の介護に要する費⽤に備えることができます。
なお、公的介護保険制度は４０歳以上の⽅のみが対象、かつ、４０歳〜６４歳の⽅は給付が限定的
です。⼀⽅、本保険（独⾃基準追加型（要介護２））では、公的介護保険の保障範囲に加えて、
公的介護保険制度の給付対象外となってしまう「３９歳以下の⽅」が要介護状態になった場合や、
「加齢に起因する疾病（特定１６疾病）以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態となった場合につい
ても保険⾦をお⽀払いできます。

～39歳
40歳～64歳

（公的介護保険

第2号被保険者）

65歳～84歳
（公的介護保険

第1号被保険者）
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この保険では(Ａ)(Ｂ)両方を補償！

年齢

補償対象

末期がん、関節リウマチ
等の加齢に起因する
疾病
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